
 

 

練成館の空調使用料の徴収について 

 

１ 練成館への空調設備の設置について 

 令和５年２月末に竣工した練成館中規模改修工事において、第一剣道場・柔道場、第

二剣道場、相撲場に空調機が設置された。 

 空調機は、学校体育館と同等の出力を持つ空調機を設置している。 

 受益者負担の観点から、練成館使用に伴い空調設備使用料を徴収したい。 

 

２ 試運転状況について 

練成館の空調設備については、令和５年度を試運転期間とし、その間、電気使用量及び

電気料金のデータを把握していくこととした。 

使用量(kWh） ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

平成 30 年度 19 20 19 18 20 20 

令和５年度 1,489 2,711 2,387 454 346 1,400 

 

支払金額(円) ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

平成 30 年度 9,580 9,613 9,600 9,570 9,598 9,602 

令和５年度 56,530 76,619 68,479 37,414 34,864 53,399 

 

３ 空調設備使用料について 

 試運転状況の電気使用量及び支払い金額を見ると、利用団体や利用者に一定の負担を

求める必要はあると考える。 

 学校体育館の社会体育利用時の空調設備利用料との均衡も考慮し、中学校体育館利用

時の 200 円を徴収することとしたい。 

（単価 200 円に基づく令和５年度利用実績による歳入試算額） 

令和５年 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

利用回数 135 121 130 24 56 110 

歳入試算額(円) 27,000 24,200 26,000 4,800 11,200 22,000 

 施設区分（第一剣道場・柔道場、第二剣道場、相撲場）、使用区分（３時間又は３時間

半）ごとに 200 円を徴収する。 

 空調設備使用料の徴収は、立川市練成館条例施行規則を改正し、令和６年４月から徴

収する。支払方法は、利用時に管理人へ都度払いとする。 

 

４ 周知について 

改修工事竣工時点で空調使用料を徴収していくという方向性は説明しているが、改めて徴

収開始に当たり、体育協会及び、柔道、剣道及び相撲連盟に周知を図る。合わせて、ホーム

ページ等により周知する。 
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